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働き方改革推進支援助成金

（適用猶予業種等対応コース）について



働き方改革推進支援助成金について

働き方改革推進支援助成金の目的

→生産性向上に向けた設備投資などの取組に係る費用を助成
し、労働時間の削減や年次有給休暇の促進、特別休暇等の
取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支
援する。

根拠法令

労働者災害補償保険法 労働者災害補償保険法施行規則
→「社会復帰促進事業」の一環として実施



働き方改革推進支援助成金の流れ

①計画の立案・交付申請

成果目標の達成のため助成対象となる取組を計画し、都道
府県労働局に交付申請。（原則11/30まで。）

②取組の実施・成果目標の達成

計画の期間内に、計画に基づき取組を実施し成果目標の達
成を達成。（事業実施は1/31まで）

③助成金の支給

都道府県労働局に支給申請。
（事業実施予定期間終了後30日以内or2/9まで）

→助成上限額の範囲内で、取組にかかった費用の３/４を助成。



働き方改革推進支援助成金について

コースの種類

①労働時間短縮・年休促進支援コース
②勤務間インターバル導入コース
③労働時間適正管理推進コース
④団体推進コース

＋
⑤適用猶予業種等対応コース（新規）

→令和５年度から



働き方改革推進支援助成金について

①労働時間短縮・年休促進支援コース

→生産性向上を向上させることで、労働時間の削減や年次有給

休暇を促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支
援する。

労働時間の縮減や年次有給休暇の計画的付与、時間単位の年次
有給休暇及び特別休暇の導入を成果目標に設定





働き方改革推進支援助成金について

②勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル（勤務終了後、次の勤務までに一定以上の
「休息時間」を設け、生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や
過重労働防止を図るもの）の導入に取り組む中小企業事業主を
支援する。

勤務間インターバルの新規導入や適用範囲の拡大、時間延長を成
果目標に設定





働き方改革推進支援助成金について

③労働時間適正管理推進コース

生産性向上を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向
けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する。

統合IT管理システムを用いた労働時間管理方法を採用し、就業

規則を規定し、労働時間適正把握の研修を実施することを成果
目標に設定





働き方改革推進支援助成金について

④団体推進コース

事業主団体等が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する
事業主の労働条件改善のために、時間外労働の削減や賃金引
上げに向けた取組を実施した場合に、重点的に支給するもの。

セミナーの開催等、時間外労働の削減または賃金引上げに向け
た改善事業の取組を行い、労働者を雇用する事業主の２分の１
以上に対して、その取組または取組結果を活用することを成果目
標に設定





働き方改革推進支援助成金について

⑤適用猶予業種等対応コース

令和６年４月から時間外労働の上限規制が適用される業種に
おいて、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休２日制の
推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推
進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する。

適用猶予業種（熊本県の場合）
建設事業 自動車運転の業務 医業に従事する医師

今回は、「適用猶予業種等対応コース」、特に「医業に従事する
医師」について説明。



医業に従事する医師とは

医業に従事する医師とは

→労働者として「医業」に従事する医師

（「医業」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなけれ
ば人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為（「医
行為」）を、反復継続する意思をもって行うこと。）

病院等以外で勤務する医師や病院等で患者への診療を直接の目
的とする業務を行わない医師（産業医、検診センターの医師、裁量
労働制（大学における教授研究等）が適用される医師等）は対象外



中小企業事業主とは

中小企業事業主とは（病院・診療所の場合）

下記のいずれかの事業主
資本または出資持分 5,000万円以下
常時使用する労働者数 300人以下

資本又は出資持分がない場合は労働者数で判断する。



助成対象となる取組

助成対象となる取組は以下の通り

①労務管理担当者による研修
（勤務間インターバル制度に関するもの・業務研修も含む）
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運航
記録計の導入
（原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンを除く）
⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
（原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンを除く）



成果目標と助成額

成果目標①と助成上限額

成果目標①
36協定の限度時間の見直し

助成上限額
36協定の限度時間が
（１）月100時間超→月80時間以下 250万円
（２）月90時間超→月80時間以下 200万円
（３）月80時間超→月80時間以下 150万円



成果目標と助成額

成果目標②と助成上限額

成果目標②
勤務間インターバルの導入
（新規導入だけでなく適用範囲の拡大、時間延長も含む）

助成上限額
勤務間インターバルの時間が
（１）９～11時間 100万円
（２）11時間以上 150万円



成果目標と助成額

成果目標③と助成上限額

成果目標③ 医師の働き方改革の推進

助成上限額
以下の目標を全て達成した場合 50万円
（１）労務管理体制の構築等
・労務管理責任者の設置及び責任の所在とその役割の明確化
・医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時
間確保に係る協力体制の整備（副業・兼業を行う医師の場合）
・管理者層に対する人事・労務管理のマネジメント研修の実施
（２）医師の労働時間の実態把握と管理
・労働時間とそうでない時間の区別の明確化及び医師の労働
時間の実態把握
・医師の勤務計画の作成



賃金引上げについて

成果目標①～③とは別に賃金引上げを賃金額の３％以上行う
と引上げ率と対象労働者数に応じて上限額に金額が加算される。

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11～30人

３％以上引上げ 15万円 30万円 50万円 1人あたり５万円
（上限150万円）

５％以上引上げ 24万円 48万円 80万円 1人あたり８万円
（上限240万円）

常時使用する労働者が30人超の中小企業事業主

常時使用する労働者が30人以下の中小企業事業主

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11～30人

３％以上引上げ 30万円 60万円 100万円 1人あたり10万円
（上限300万円）

５％以上引上げ 48万円 96万円 160万円 1人あたり16万円
（上限480万円）







ご清聴ありがとうございました
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